
山梨県後期高齢者医療広域連合告示第 3 号 

 

 地方自治法第 243 条の 3 第 1 項及び山梨県後期高齢者医療広域連合「財

政事情」の作成及び公表に関する条例に基づき、平成 30 年 10 月 1 日から

平成 31年 3月 31日までの本広域連合の財政事情を次のように公表します。 

 

  令和元年 6 月 1 日 

 

山梨県後期高齢者医療広域連合長 保坂 武   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山梨県後期高齢者医療広域連合の財政状況 

 

 平成 30 年度予算の平成 31 年 3 月 31 日現在における一般会計及び特別

会計の執行状況を次のとおりお知らせします。 

 なお、歳入の収入済額及び歳出の支出済額は、平成 31 年 4 月 1 日から

令和元年 5 月 31 日までの出納整理期間における収入額及び支出額を含む

決算とは異なります。      

 

 

1．平成 30 年度歳入歳出予算の執行状況 

 

（1）一般会計 

 

歳入 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 収入済額（Ｂ） 収入率（Ｂ/Ａ）

分担金及び負担金 474,305,000 474,305,612 100.00%

財産収入 10,000 10,625 106.25%

繰入金 38,581,000 38,581,000 100.00%

繰越金 21,104,000 21,104,957 100.00%

諸収入 31,000 24,680 79.61%

合　　計 534,031,000 534,026,874 100.00%

   

歳出 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 支出済額（Ｂ） 執行率（Ｂ/Ａ）

議会費 1,161,000 45,075 3.88%

総務費 169,795,000 138,451,143 81.54%

民生費 362,064,000 0 0.00%

諸支出金 11,000 10,625 96.59%

予備費 1,000,000 0 0.00%

合　　計 534,031,000 138,506,843 25.94%



（2）後期高齢者医療特別会計 

 

歳入 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 収入済額（Ｂ） 収入率（Ｂ/Ａ）

市町村支出金 17,102,280,000 15,789,022,021 92.32%

国庫支出金 33,962,629,000 35,342,190,917 104.06%

県支出金 8,482,219,000 8,029,129,412 94.66%

支払基金交付金 40,937,191,000 37,531,829,771 91.68%

特別高額医療費共同事業交付金 14,000,000 29,900,458 213.57%

財産収入 156,000 156,651 100.42%

繰入金 1,435,365,000 0 0.00%

繰越金 1,019,223,000 1,019,223,091 100.00%

県財政安定化基金借入金 1,000 0 0.00%

諸収入 155,509,000 166,786,814 107.25%

合　　計 103,108,573,000 97,908,239,135 94.96%

   

歳出 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 支出済額（Ｂ） 執行率（Ｂ/Ａ）

総務費 391,002,000 278,032,693 71.11%

保険給付費 101,451,600,000 91,624,482,929 90.31%

特別高額医療費共同事業拠出金 22,470,000 22,115,066 98.42%

保健事業費 117,493,000 50,000 0.04%

基金積立金 32,400,000 32,398,651 100.00%

公債費 1,000,000 0 0.00%

諸支出金 1,090,608,000 1,064,401,749 97.60%

予備費 2,000,000 0 0.00%

合　　計 103,108,573,000 93,021,481,088 90.22%

 



2．平成 30 年度広域連合における各組織市町村の負担金の概要 

 

（1）一般会計

（単位：円） （単位：人）

市町村名 負担金（共通経費） 負担金（追加設備） 総人口 後期高齢者人口

1 甲府市 99,872,000 56,376 189,200 29,607

2 富士吉田市 26,497,000 151,200 49,284 7,228

3 都留市 17,175,000 30,448 4,546

4 山梨市 21,059,000 35,207 6,132

5 大月市 16,376,000 24,640 4,952

6 韮崎市 16,432,000 151,200 29,966 4,177

7 南アルプス市 35,517,000 151,200 71,880 9,160

8 北杜市 28,831,000 47,367 8,906

9 甲斐市 34,962,000 75,223 8,323

10 笛吹市 36,876,000 151,200 69,861 10,274

11 上野原市 14,978,000 23,554 4,286

12 甲州市 19,860,000 63,720 32,152 5,883

13 中央市 15,205,000 30,712 3,335

14 市川三郷町 11,256,000 109,656 15,763 3,256

15 早川町 2,616,000 1,089 348

16 身延町 10,393,000 12,139 3,293

17 南部町 6,760,000 31,860 7,903 1,777

18 富士川町 10,400,000 15,392 2,804

19 昭和町 9,847,000 20,066 1,766

20 道志村 2,693,000 1,724 297

21 西桂町 3,894,000 4,346 613

22 忍野村 5,536,000 9,630 787

23 山中湖村 4,526,000 151,200 5,827 764

24 鳴沢村 3,295,000 3,148 439

25 富士河口湖町 13,951,000 26,327 3,255

26 小菅村 2,261,000 718 193

27 丹波山村 2,220,000 570 191

合計 473,288,000 1,017,612 834,136 126,592

  

  



※均等割 10％、人口割 45％、後期高齢者人口割 45％で算定しています。 

※人口は、平成 30 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳により算定していま

す。なお、後期高齢者人口は、75 歳以上です。 

※追加設備は、基準設備を超えて広域電算システム機器を設置した市町

村が負担するものです。 

  



（2）後期高齢者医療特別会計 

 

（単位：円）

市町村名 保険料負担金 療養給付費負担金 基盤安定負担金

1 甲府市 1,737,000,000 2,015,000,000 120,200,000

2 富士吉田市 332,300,000 440,300,000 130,969,791

3 都留市 223,500,000 240,500,000 75,196,578

4 山梨市 312,800,000 387,400,000 99,483,777

5 大月市 228,200,000 303,800,000 84,317,267

6 韮崎市 205,700,000 244,600,000 18,000,000

7 南アルプス市 446,900,000 561,500,000 39,100,000

8 北杜市 458,800,000 497,300,000 147,125,950

9 甲斐市 487,100,000 519,400,000 32,000,000

10 笛吹市 504,500,000 655,800,000 162,150,043

11 上野原市 232,800,000 251,800,000 65,495,518

12 甲州市 305,800,000 350,600,000 23,100,000

13 中央市 181,900,000 204,200,000 13,600,000

14 市川三郷町 138,200,000 210,000,000 61,168,156

15 早川町 14,100,000 27,200,000 1,700,000

16 身延町 134,100,000 223,300,000 15,300,000

17 南部町 75,200,000 110,200,000 30,681,253

18 富士川町 130,200,000 152,900,000 50,309,099

19 昭和町 124,800,000 105,500,000 6,500,000

20 道志村 16,400,000 18,700,000 4,499,107

21 西桂町 22,800,000 39,800,000 11,810,582

22 忍野村 36,500,000 53,900,000 13,624,191

23 山中湖村 58,600,000 38,900,000 8,397,617

24 鳴沢村 21,500,000 24,600,000 1,800,000

25 富士河口湖町 174,100,000 196,300,000 52,994,921

26 小菅村 5,740,000 11,400,000 4,287,551

27 丹波山村 4,870,000 11,800,000 4,100,620

合計 6,614,410,000 7,896,700,000 1,277,912,021

 

 

 



3．財産、地方債及び一時借入金の現在高 

 

○広域連合の所有する財産の現在高 

・基金 

財政調整基金            87,367,032 円 

後期高齢者医療給付基金      1,809,502,470 円 

健康事業等支援基金         32,243,148 円 

 

○一時借入金及び地方債の借入状況 

・一時借入金 

平成 30 年 10 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの間に一時借入

金はありません。 

・地方債（広域連合債） 

平成 31 年 3 月 31 日現在で地方債の借入はありません。 

 

 


